
福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

・事業承継（親族内、第三者）に関する相談から実行支援までのワンストップ支援
・M&Aマッチング支援（後継者人材バンク、買い手企業説明会、コーディネート他）
・事業承継計画策定支援－（事業の調査分析、計画書の作成）
・事業承継診断・セミナー実施

　知識と経験を持つ専門家（弁護士、税理士、中小企業診断士、金融機関OB等）が、事業承継に関
する相談に対して、課題解決に向けたアドバイスを無料実施します。
　第三者承継については、民間のマッチング機関（有料）のご紹介も可能です。

・事業譲渡（居抜き含む）や譲受希望の中小企業者、個人、創業者
・親族承継や後継者教育を希望する経営者

最寄りの商工会議所、商工会、金融機関へご相談いただくか下記ページよりお申込みください。
https://fukuoka-hikitsugi.go.jp

事業承継に関する知識と経験を持つ専門家が、中小企業者の親族承継と第三者承継をワンストップで
支援します。
（令和３年４月１日に改正産業競争力強化法が施行され、事業引継ぎ支援業務に親族内承継支援業務が
追加され、名称変更いたしました。）

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号（福岡商工会議所8階）
TEL：092―441―6922    https://fukuoka-hikitsugi.go.jp/
または、最寄りの商工会議所、商工会、金融機関

地区 相談窓口 相談日・時間
福岡 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター 毎週月曜－金曜日（祝日除く）9：00－17：00

北九州 北九州商工会議所　中小企業部　専門相談センター 毎月第１・第３水曜日　13：00－17：00
筑後 久留米商工会議所　中小企業相談所　経営支援課 毎月第１・第３月曜日　13：00－17：00
筑豊 飯塚商工会議所　中小企業相談所　経営相談課 毎月第２・第４水曜日　13：00－17：00

（相談無料・予約制）

事業承継（親族承継・第三者承継など）をしたい

お問い合わせ先

対象者

内　容

相談窓口

活用方法

経営承継円滑化法に基づく税制措置等

○遺留分に関する民法の特例
中小企業庁財務課 TEL：０３―３５０１―５８０３
○金融支援、事業承継税制、所在不明株主に関する会社法の特例
福岡県商工部中小企業振興課 金融係 TEL：０９２―６４３―３４２４

（１）遺留分に関する民法の特例（国）
一定の要件を満たす後継者（親族外も対象）が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続（経
済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可）を経ることにより、以下の民法の特例の適用を受ける
ことができます。
　①生前贈与株式を遺留分の対象から除外
　②生前贈与株式の評価額を予め固定

（２）金融支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ（自社株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金等）や
信用力低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、都道府県知事の認定を受け
ることを前提として、以下を利用することができます。
　①信用保険の別枠化による信用保証枠の実質的な拡大
　②株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付け

（３）事業承継税制
①法人版事業承継税制

都道府県知事による経営承継円滑化法の認定を受けると、非上場株式等を贈与、相続又は遺
贈により取得した後継者（親族外も対象）の非上場株式等に係る贈与税・相続税について、
納税猶予・免除の申告ができます。
※2026年3月末までに特例承継計画を提出し、2027年12月末までに贈与・相続等が発生

した場合、猶予対象となる株式数の制限の撤廃等がされた特例措置の対象
②個人版事業承継税制

青色申告（正規の簿記の原則によるものに限る）に係る事業（不動産貸付業等を除く）を
行っていた事業者の後継者として都道府県知事による経営承継円滑化法の認定を受けると、
個人事業者の一定事業用資産に係る贈与税・相続税について、納税猶予・免除の申告ができ
ます。
※2026年3月末までに個人事業継承計画を提出し、2028年12月末までに贈与・相続等が

発生した場合が対象
（４）所在不明株主に関する会社法の特例

都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主からの株
式買取り等に要する期間を短縮することができます。

【遺留分に関する民法の特例】相続による自社株式等の散逸を防止したい中小企業の後継者
【金融支援】事業承継に伴い、多額の資金ニーズが発生している中小企業とその後継者
【事業承継税制】贈与税・相続税の納税猶予・免除の適用を受けようとする中小企業・個人事業者の
  　　　　　　　 後継者
【所在不明株主に関する会社法の特例】中小企業者に該当し、かつ、上場会社等に該当しない株式会社

後継者に事業を円滑に引き継ぎたい

お問い合わせ先

対象者

内　容

後継者に事業を承継する場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下、経
営承継円滑化法）」に基づき、税制上の特別措置や低利融資を受けることができます。
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